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神奈川県管工事業協同組合

地震災害対策実働訓練を実施
組合傘下全14支部が参加
隣接する三多摩管工事協同組合との相互応援協定も締結

背　景（全管連における応急復旧に関する対応）

　全管連では、阪神・淡路大震災や新潟中越地震をはじめとする非常時において、全会員一丸となって
円滑な復旧活動、応急給水等の緊急対応を行い、こうした災害時の所属員企業の活躍がクローズアップ
されてきた。こうした中で、緊急時の水道事業者と管工事業者の円滑な連携を図ろうと、それぞれの役
割や連絡体制などを定めた協定が全国的に締結されていった。
　こうした取り組みをさらに加速させようと、全管連では下記の震災対策を整え、災害時等の体制を強
化している。

■災害時における応急復旧活動の応援協力に関する覚書の締結

　全管連では応急復旧に関する対応をより実効性のある一体的有機的体制を確立すべく、個々の事業体
と地域の組合がそれぞれ災害協定を結んでいるように、日本水道協会と全管連も大枠で協定を締結でき
るよう要望を行い、平成21年６月17日、徳島市で開催された平成21年度全国大会において、日水協と
全管連は「災害時における応急復旧活動の応援協力に関する覚書」を取り交わすに至った。当日は、本
会会員及び国土交通省、厚生労働省ほか来賓がご出席のなか、日本水道協会の御園専務理事と全管連の
大澤会長によるこの覚書の調印式が執り行われた。

■賛助会員との資機材の提供に関する協定書の締結

　大規模災害が発生した場合、応援協力を迅速かつ円滑に遂行するには、建設機械や管・継手等、資機
材の確保が重要であることが、これまでの応急復旧活動を通して明らかとなっている。そこで全管連で
は、賛助会員である建機レンタル（㈱アクティオ、コマツレンタル㈱）、建機メーカー（キャタピラージャ
パン㈱）、水道資材商社（㈱小泉、橋本総業㈱、渡辺パイプ㈱）と折衝を重ね、平成21年12月24日、各
社と「災害時復旧活動の応援協力に係わる覚書」に調印した。これは、全管連所属の全国各地区組合と
各社の支店が個々に、その地域の情勢に見合った資機材の提供に関する協定書を任意に締結することを
促すものである。

■地震等緊急時における応急復旧工事対応マニュアル等の発刊

　㈳日本水道協会（日水協）の「地震等緊急時対応の手引き」改訂に合わせ、全管連が平成８年11月
に取りまとめた「災害時の救援体制について」を改訂するとともに、日水協との災害協定案を取りまと
めることとなった。「災害時の救援体制について」の改訂作業が進められてきた中、平成22年１月に「地
震等緊急時における応急復旧工事対応マニュアル」及び「災害時に備えたレンタル機材及び資材の確
保・調達のための協定締結事例集」を発刊し、広く会員に配付し周知を行った。本書の刊行により、全
管連会員組合が日常より当該水道事業体及び建機レンタル、建機メーカー、水道資材商社と十分な連携
を図るとともに、大規模災害時には迅速かつ円滑に応急復旧活動を遂行する体制づくりの一助となるこ
とが期待されている。また、同マニュアルにおいて平時から定期的に教育・訓練を実施することを奨励
しており、その一環として、積極的な広域訓練を行っている神奈川県管工事業協同組合の事例を紹介す
る。
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全支部参加の実働訓練を組合主体で実施

　11月19日、神奈川県管工事業協同組合（杉山万茂理事長・全管連災害対策担当理事）は地震災害を想定
した「平成22年度　地震災害対策実働訓練」を同県茅ヶ崎市の寒川浄水場において実施した。
　訓練には神奈川県企業庁をはじめ、㈳日本水道協会、全管連からは、愛知県管工事業協同組合連合会や東
大阪市水道工事業協同組合、島根県支部等が視察に訪れた。
　当日は杉山理事長を本部長とする組合対策本部が設置され、同組合本部及び傘下の全14支部（合計230
名）が参加し、災害発生時の初動体制の確立、被害状況の把握、対策本部等との情報伝達、災害復旧の実働
訓練などを行い、相互の役割と連携、緊急時における災害復旧の課題について確認する実践的な訓練が組合
主体で展開された。
　訓練後には神奈川県協組が隣接する東京都支部の三多摩管工事協同組合（松田英行理事長）と災害時相互
応援に関する協定書を締結した。（写真下）
　隣接する協同組合同士が災害協定を締結することにより、迅速・的確な災害復旧体制の構築につながるも
のとして、今後同様の取り組みの全国的な展開に期待が集まる。

神奈川県協組と三多摩協組との
災害相互応援の協定書締結式

協定書締結式で固い握手を交わす杉山理事長（右）と松田理事長

三多摩管工事協同組合と神奈川県管工事業協同組合との災害時相互応援に関する協定書

（趣旨）
第１条　この協定書は、三多摩管工事協同組合の給水区域と神奈川県管工事業協同組合の給水区域にお

いて、地震等の災害により、著しく水道施設に損傷を受け、被災区域の組合だけでは充分に応
急措置が実施できない場合に相手の組合の応援による応急措置等を円滑に遂行するため、必要
な事項を定めるものとする。

（連絡体制）
第２条　両組合は、あらかじめ応援体制表（様式１）により連絡部所を定め地震等災害が発生した時は、

速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。
（応援の要請手続き）
第３条　応援を要請するときは、応援体制表に定める連絡部所を通じて行うものとする。
２．応援の要請は、次の事項を明らかにして、文書によるものとする。
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　　ただし、緊急を要する時は電話・ファクシミリ・電子メールをもってすることができる。
　　この場合は、事後速やかに応援要請書（様式２）を送付するものとする。
⑴災害等の状況
⑵必要資機材及び人員等の応援内容
⑶応援の場所及び応援場所への経路
⑷応援の期間
⑸前各号に定めるもののほか、必要な事項
（応援内容）
第４条　応援の内容は次のとおりとする。
⑴応急復旧作業に必要な人員の派遣、資機材の提供
⑵前各号に定めるもののほか、必要な事項
（応援体制）
第５条　応援を要請した組合は、災害の状況に応じ、応援する組合関係者の応援活動に支障をきたさぬ

様必要な便宜を供与するものとする。
	 ただし、状況によりこれを応援組合に求めることができる。
（経費の負担等）
第６条　第４条各号に規定する応援に要する経費は、法令その他別段の定めあるものを除くほか、次の

とおりとする。
⑴応援に要した経費は、原則として応援要請組合が負担するものとする。
⑵応援組合は、応援要請組合が前項に規定する経費を支弁する暇がない場合は一時立替支弁するものと
する。
⑶応援組合関係者が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応
援組合の負担とする。ただし、被災地にて応急治療する場合の治療費は、応援要請組合の負担とする。
⑷応援組合員が業務上第三者に損害を加えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたもの
については、応援要請組合がその賠償の責に任ずる。
２．前項の定めによりがたいときは、日水協の地震等緊急時対応の手引・全管連の応急復旧工事対応マ

ニアルに準拠するとともに、両組合が協議して定めるものとする。
（協議）
第７条　この協定書に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。
（摘要）
第８条　この協定書は、平成22年11月19日から適用する。
　　この協定書の成立を証するため本書２通を作成し、両組合がそれぞれ記名押印のうえ各自その１通
　を保有するものとする。
　　平成22年11月19日　　　三多摩管工事協同組合　　　　理事長　　松田英行
　　　　　　　　　　　　　　神奈川県管工事業協同組合　　理事長　　杉山万茂

　今回の災害訓練は、茅ヶ崎市を震源とする震度６弱の地震が発生し、同市を中心に多くの家屋が倒壊し、
道路や橋梁、水道などのライフラインも甚大な被害が発生しているという想定。県企業庁から要請を受けた
組合が「災害時における応急給水及び復旧工事の協力に関する協定書」に基づき、杉山理事長を本部長とす
る本部災害対策本部を設置し、出動を要請した傘下各支部組合と協力しながら情報伝達や水道管の復旧作業
などの応急対策活動を迅速かつ的確に実行できる体制での実働訓練を県企業庁に確認していただく形態で実
施した。
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　企業庁地震災害対策本部より協力要請を受けた後、組合本部は
杉山理事長を本部長とする本部災害対策本部を設置し、各支部に

対策本部を設置するよう要請する。
　各支部組合は本部より要請を受け、それぞれ管路パトロール、漏水調査等を実施した。

災害対策本部設置運営訓練

全管連の災害対策理事でもある杉山理事長 視察に訪れた島根県支部

情報伝達訓練

水道局と神奈川県管工事業協同組合との系統図

管工事業協同組合本部 水道局対策本部

現地対策本部

管工事業協同組合支部

支部組合員・※協力業者
・復旧活動等

・被災情報等
・その他の活動等

要 請

報 告 要請
報告

指揮
命令

報告
要請

指揮
命令

指揮・命令

報告・要請

報
告

指
示

指
揮

監
督

報
告

協 定 締 結

契約（必要に応じて）

指揮・監督・調整

報 告

支 所 班総合型営業所対策本部

県外・給水区域外派遣契約

協 定 締 結

応急復旧契約

各営業所対策本部は、必要に応じて組合員を直
接指揮・監督及び報告を求めることができる。

対策本部設置時

平常時

　本部対策本部と支部対策本部間及び本部対策本部と企業庁災害
対策本部間で情報伝達訓練を行った。
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　訓練後、日水協の田口工務部長と全管連の木村総務担当副会長
が講評を述べた。

応急復旧訓練の様子

講　評

実地訓練

各支部保有の給水車が集結して作業を実施 来賓による漏水調査の体験

講評を述べる田口・日水協工務部長 講評を述べる木村・総務担当副会長
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水道事業体と車の両輪として国民のライフラインを支え、防災活動に貢献
より一層地域社会の信頼に応えられる組織づくりを目指す　				　　　　　　

　水道事業体と車の両輪として、国民のライフラインを支え、防災活動に貢献し、より一層地域社会の

信頼に応えられる組織づくりを目指しており、行政と連携して防災訓練活動に積極的に取り組むこと

は、平常時の段階から災害復旧に対し、迅速かつ的確な復旧活動を行う上でも大変重要なことであり、

中でも、地震発生からの伝達についての確認と調整、そして、実際の実働訓練は欠かすことのできない

極めて重要な要素であることが、本日の訓練からも認識いただけたことと思う。

　このような災害に対する活動こそが、広く国民に理解され、我々全管連会員企業の存在がさらに高まっ

ていくことを念願する次第である。各地よりお越しいただいた皆様にとっても地震発生から被害報告、

伝達・参集訓練、漏水調査、応急復旧活動と一連の流れを総合実施した本日の訓練は、大変有意義な実

働訓練であったと講評した。


